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証券コード 7537
2021年６月８日

株 主 各 位
東京都中央区日本橋大伝馬町8番1号

丸 文 株 式 会 社
代表取締役社長 飯 野 　 亨

第74回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第74回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

　なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主の皆様におかれましては、極力、

書面（郵送）またはインターネットにより事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態に

かかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくよう強くお願い申しあげます。

　お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、４頁から５頁の「議決権行使について

のご案内」に従って、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただきご返送

くださるか、当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において賛否を

ご入力されるか、いずれかの方法により、2021年６月24日（木曜日）午後５時30分までに

議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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記

1. 日 時 2021年６月25日（金曜日）午前10時

2. 場 所 東京都中央区日本橋大伝馬町８番１号
当社５階　会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

3. 目 的 事 項 報告事項 １. 第74期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告、
連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算
書類監査結果報告の件

２. 第74期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）計算書類報
告の件

決議事項 第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案　当社株券等の大量買付行為への対応策の継続の件

4. 招集にあたって
の決定事項 ４頁から５頁の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。

以　上
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【お知らせ】
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎本招集ご通知において提供すべき書類のうち、事業報告の「業務の適正を確保するための体制および運用状況の概

要」および「会社の支配に関する基本方針」、連結計算書類の「連結注記表」および計算書類の「個別注記表」に
つきましては、法令および当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しており
ますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。なお、これらの事項は、会計監査人または監査等委
員会が会計監査報告または監査報告を作成するに際して監査した事業報告、連結計算書類および計算書類の一部で
あります。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当
社ウェブサイトに掲載させていただきます。

◎株主総会当日にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

＜新型コロナウイルス感染症への対応について＞

　本株主総会におきましては、新型コロナウイルスの感染拡大対策として、株主様と当社役員・運営スタ

ッフへの感染リスクを避けるため、以下のとおりご案内申しあげます。ご出席される株主様におかれまし

ては、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

①議決権行使については、極力、書面（郵送）またはインターネットによる事前行使をご検討ください。

②株主総会会場におきましては、マスクの着用や消毒液の使用、検温等にご協力をお願い申しあげます。

また、発熱が確認された場合や体調不良と見受けられる株主様には、ご入場をお控えいただく場合がご

ざいます。

③株主総会に出席する役員および運営スタッフは、マスクを着用して対応させていただきます。

④座席の間隔を広くとるため、十分な座席を確保できない可能性がございます。

※今後の状況により上記対応を変更する場合は、当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

当社ウェブサイト https://www.marubun.co.jp/ir/events/generalmeeting.html
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　株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。是非とも議決権を行使いただきますようお
願い申しあげます。
　なお、本株主総会につきましては、極力、書面（郵送）またはインターネットによる事前行使をご検討ください。

議決権の行使には以下の３つの方法がございます。

株主総会にご出席
いただく場合

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、株主総
会当日に会場受付にご提出ください。（ご捺印は不
要です）

▷株主総会開催日時：
2021年６月25日

（金曜日）午前10時

書面（郵送）にて
議決権を行使いただく
場合

後記株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決
権行使書用紙に賛否をご記入いただき、切手を貼ら
ずにご投函ください。

▷行使期限：
2021年６月24日（木曜日）

午後５時30分到着分まで

インターネットにて議決権を行使いただく場合
パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.
jp/）にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に表示された「ログインID」と「仮パスワード」
をご入力いただき、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。

▷行使期限：
2021年６月24日（木曜日）午後５時30分入力分まで 詳細は次頁をご参照ください

議決権電子行使プラットフォーム
についてのご案内

機関投資家の皆様に関しましては、株式会社ICJの運営す
る「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法に
よる議決権行使を行っていただくことも可能です。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 午前9時〜午後9時）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

新しいパスワードを登録してください。3
①「新しいパスワード」

を入力

②「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

①「ログインID・仮パス
ワード」を入力

②「ログイン」を
クリック

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合
は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取ってく
ださい。

1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

見本

見本

※  「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書副票（右側）に記載のログインID、仮パスワードを入
力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

※ 午前２時から午前５時までは、議決権行使サイトの保守・点検のため接続いただくことができません。
※ 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取扱わせていただきます。
※ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使サイトが利用できない場合があります。
※ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主様のご負担となります。
※  株主様以外の第三者による不正アクセス("なりすまし")や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で

「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
※ 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。
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1 企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過およびその成果
　当連結会計年度におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある
中、感染拡大の防止策や政府の経済政策、海外経済の改善などにより、生産や輸出を中心に持ち直しの
動きが見られました。しかしながら、足元では新型コロナウイルス感染症の収束時期が未だ見通せず、
依然として先行き不透明な状況にあります。
　当社グループが属するエレクトロニクス業界におきましては、在宅勤務やオンライン授業などライフ
スタイルが変化し、その変化に伴ってPCや通信機器、民生機器向けの需要が好調に推移いたしました。
当該製品に組み込まれる半導体や電子部品の市場も拡大し、半導体製造関連機器の需要も高まりました
が、企業の設備投資については全般的に慎重な姿勢が続きました。
　こうした状況の下、当連結会計年度における当社グループの売上高は、前期比0.6％増の289,283百万
円となりました。一方、利益面では、相対的に利益率の高い商品の売上が低調であったことに加え、期
中の円高進行で円ベースの売上総利益が押し下げられたことにより、営業利益は前期比56.8％減の
1,023百万円となりました。営業外損益では、第４四半期に円安に転じたため、期末の外貨建て債務の
評価損が発生し、通期で333百万円の為替差損を計上したことから、経常利益は前期比98.3％減の33百
万円となりました。また特別損失として、投資有価証券評価損1,350百万円および希望退職者募集に伴
う特別退職金1,229百万円を計上した結果、親会社株主に帰属する当期純損益は2,133百万円の損失（前
期は75百万円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。

第73期
（2020年３月期）

第74期
（2021年３月期） 前連結会計年度比

金額 (百万円) 金額 (百万円) 金額 (百万円) 増減率

売 上 高 287,550 289,283 1,733 0.6％

営 業 利 益 2,369 1,023 △1,346 △56.8％

経 常 利 益 2,006 33 △1,972 △98.3％

親会社株主に帰属する
当期純利益(△損失) △75 △2,133 △2,058 －％
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イ．デバイス事業
　デバイス事業は、テレワークや巣ごもり需要の拡大を背景に、通信機器や民生機器向け半導体が伸
長し、売上高は前期比1.0％増の242,050百万円となりました。一方、セグメント損益は、相対的に利
益率の高い商品の売上が減少したことや期中の円高進行により円ベースの売上総利益が押し下げられ
たため、951百万円の損失（前期は591百万円のセグメント利益）となりました。

ロ．システム事業
　システム事業は、電子部品の組立検査装置が好調に推移し、医用機器の売上も増加いたしました。
一方、コロナ禍における企業の設備投資の鈍化やプロジェクト案件の計画遅れが発生した影響により、
人工衛星向け高信頼性部品や各種センサー、レーザ加工装置の需要が減少し、売上高は前期比1.3％減
の47,233百万円、セグメント利益は売上総利益率の改善および販管費の節減により前期比11.0％増の
1,983百万円となりました。

事　業　区　分 売　上　高 (百万円) 構　成　比 前　期　比　増　減

デ バ イ ス 事 業 242,050 83.7％ 1.0％

シ ス テ ム 事 業 47,233 16.3％ △1.3％

合　　計 289,283 100.0％ 0.6％
(注) 構成比および前期比増減は、小数点第２位を四捨五入して表示しております。

② 設備投資の状況
　該当事項はありません。
③ 資金調達の状況
　該当事項はありません。
④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
　該当事項はありません。
⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。
⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。
⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
　該当事項はありません。
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(2) 直前３事業年度の財産および損益の状況

347,508

第71期
（2018年3月期）

326,694

第72期
（2019年3月期）

287,550

第73期
（2020年3月期）

289,283

第74期
（2021年3月期）

（単位：百万円）売上高

4,218
3,020

第71期
（2018年3月期）

第72期
（2019年3月期）

2,006

第73期
（2020年3月期）

33
第74期

（2021年3月期）

（単位：百万円）経常利益
2,077 1,636

第71期
（2018年3月期）

第72期
（2019年3月期）

△75

第73期
（2020年3月期）

△2,133
第74期

（2021年3月期）

（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益（△損失）

79.49 62.61

第71期
（2018年3月期）

第72期
（2019年3月期）

△2.89

第73期
（2020年3月期）

△81.64
第74期

（2021年3月期）

（単位：円）1株当たり当期純利益（△損失）

135,706 128,163

49,72649,177

第71期
（2018年3月期）

第72期
（2019年3月期）

131,451

48,204

第73期
（2020年3月期）

127,006

45,040

第74期
（2021年3月期）

（単位：百万円）総資産/純資産

31.7 33.9

第71期
（2018年3月期）

第72期
（2019年3月期）

32.2

第73期
（2020年3月期）

31.5

第74期
（2021年3月期）

（単位：％）自己資本比率

区　　分 第71期
(2018年3月期)

第72期
(2019年3月期)

第73期
(2020年3月期)

第74期
(当連結会計年度)
(2021年3月期)

売 上 高 (百万円) 347,508 326,694 287,550 289,283

経 常 利 益 (百万円) 4,218 3,020 2,006 33
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 (△損 失 ) (百万円) 2,077 1,636 △75 △2,133

1株当たり当期純利益(△損失) (円) 79.49 62.61 △2.89 △81.64

総 資 産 (百万円) 135,706 128,163 131,451 127,006

純 資 産 (百万円) 49,177 49,726 48,204 45,040

自 己 資 本 比 率 (％) 31.7 33.9 32.2 31.5
(注) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）を第72期連結会計年度の期首から

適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更する
とともに、第71期連結会計年度の金額は組替え後の金額で表示しております。
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(3) 重要な親会社および子会社の状況
① 親会社の状況
　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会　社　名 資　本　金 当　社　の
議決権比率 主　要　な　事　業　内　容

丸 文 通 商 株 式 会 社 100百万円 100.0％ 医用機器、分析・計測機器等
電子機器の販売

M a r u b u n  U S A  C o r p o r a t i o n US$ 1,500千 100.0％ Marubun/Arrow USA, LLC.(電子部品
等の販売会社)を保有する持株会社

Marubun/Arrow Asia, Ltd.    （注）2 US$ 7,202千 50.0％
Marubun/Arrow（S）Pte Ltd.および
Marubun/Arrow（HK）Ltd.(電子部品
等の販売会社)を保有する持株会社

Marubun/Arrow（S）Pte Ltd.（注）3 US$ 3,639千 50.0％ 電子部品等の販売

Marubun/Arrow（HK）Ltd.   （注）3 US$ 4,490千 50.0％ 電子部品等の販売

(注) 1. 議決権比率は、間接所有を含めた数値であります。
2. 持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配している状況から子会社としたものであります。
3. Marubun/Arrow Asia, Ltd.の100％子会社であります。
4. 当社の連結子会社は、2021年３月31日現在、上記に記載した重要な子会社を含め、国内３社および海外11社の計14社です。
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(4) 対処すべき課題
　当社グループが属するエレクトロニクス業界は、大規模なM&Aの進展により業界の勢力図が大きく
変わる一方で、5G通信技術の活用による通信環境の高速化やIoTをはじめとしたセンシング技術の深
化、自動運転技術の進展、AIやロボティクスを活用した医療・介護サービスの導入など、新しいテクノ
ロジーをもとにした社会生活の変化が進んできております。
　当社グループは、このような変化をチャンスと捉え、2022年３月期を最終年度とする中期経営計画に
おいて、「新たな価値を創造するビジネスモデルの構築」、「成長市場に向けた事業開発の促進」、「持
続可能な社会への貢献」の３つの基本方針の下、既存事業の基盤強化と新規事業の創出により収益力の
向上に取り組んでおります。
各事業セグメントにおける具体的な取り組みは以下のとおりであります。
①デバイス事業
　付加価値の高い製品・サービスをソリューション提供することにより、事業収益の最大化を目指すと
ともに、新たなビジネスモデルの確立と、適材適所の人材配置で生産性の向上に取り組んでまいりま
す。

イ．高付加価値ビジネスの推進
　半導体製品を中心に電子モジュール、ソフトウェアなど当社が取り扱う幅広い商材を組み合わせてお
客様に提案し、顧客シェアの一層の拡大を図ります。また、米国アロー・エレクトロニクス社との提携
によるグローバルな販売ネットワークなど当社ならではのサービスを強みとして、新規顧客とのビジネ
ス拡大に取り組みます。

ロ．成長市場での事業拡大
　自動車、情報通信、医療・介護、産業機器、IoTなど今後も成長が期待される分野において、斬新で
ユニークな商材を発掘し、導入支援コンサルティングを提供することで新たな市場を開拓します。

ハ．新たなビジネスモデルの構築
　ライセンス販売やサブスクリプション販売など新たなビジネスモデルの構築を推進してまいります。
また、デジタルマーケティングの推進やロボティクス技術の活用により、業務オペレーションのさらな
る効率化を図ってまいります。
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②システム事業
　技術革新やお客様ニーズを機敏に捉え、当社が有する高い専門性をベースにした製品・技術・サービ
スで差別化を図り、お客様の市場競争力を高めるとともに、より高収益な事業を目指した取り組みを推
進してまいります。

イ．取扱い製品の差別化
当社取扱い製品と技術ノウハウを組み合わせ、お客様の要求に応じた装置のカスタマイズ化やモジュ

ール化などのシステムインテグレーションの機能の高度化に取り組みます。また、デジタルトランスフ
ォーメーションの進展を見据え、新たな商材の開発とソリューション提案力の強化を促進し、ローカル
5Gやスマートファクトリーなどの新たな市場の需要取り込みを進めます。

ロ．サービスの差別化
　当社グループは製品販売から保守サービスを含めたトータルサポートを強みとしております。当社
はグループ内に保守・メンテナンスを担う企業を有しており、長年培った経験と技術をベースに応用力
を一層高め、フィールドサービスの領域拡大を推進してまいります。また高い専門性を有した人材の確
保と育成に努め、さらなる技術優位性の確保に努めてまいります。

ハ．グループ総合力の発揮
　グループ間の連携を一層強化し、当社グループの事業リソースを最大限に活用した取り組みを推進す
ることにより、取扱い製品の販売エリア拡大、市場シェアの向上を図ります。

(5) 主要な事業内容（2021年３月31日現在）

　当社グループは、集積回路を中心とした半導体や電子応用機器等の国内外のエレクトロニクス商品の
仕入販売を主な事業とした商社であります。
　事業別の主要取扱商品は次のとおりです。

事　業　区　分 主　要　取　扱　商　品

デ バ イ ス 事 業 半導体（アナログIC、メモリーIC、マイクロプロセッサ、特定用途IC、カスタムIC）、
電子部品（水晶振動子、コネクタ、プリント基板、モジュール等）

シ ス テ ム 事 業 航空宇宙機器、産業機器、レーザ機器、情報通信機器、医用機器

11
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(6) 主要な事業所（2021年３月31日現在）

① 当社

名　　　称 所　在　地

本 社 東京都中央区

中 部 支 社 愛知県名古屋市中村区

関 西 支 社 大阪府大阪市中央区

大 宮 支 店 埼玉県さいたま市大宮区

立 川 支 店 東京都立川市

郡 　 山 オ フ ィ ス 福島県郡山市

宇 都 宮 オ フ ィ ス 栃木県宇都宮市

水 　 戸 オ フ ィ ス 茨城県水戸市

長 　 岡 オ フ ィ ス 新潟県長岡市

北 　 陸 オ フ ィ ス 石川県白山市

長 　 野 オ フ ィ ス 長野県長野市

松 　 本 オ フ ィ ス 長野県松本市

三 　 島 オ フ ィ ス 静岡県駿東郡

静 　 岡 オ フ ィ ス 静岡県静岡市葵区

京 　 都 オ フ ィ ス 京都府京都市下京区

九 　 州 オ フ ィ ス 福岡県福岡市博多区

南 砂 テ ク ニ カ ル セ ン タ ー 東京都江東区

東 日 本 物 流 セ ン タ ー 千葉県山武郡

南 砂 物 流 セ ン タ ー 東京都江東区
(注) 1. 2020年５月に水戸オフィスを開設いたしました。

2. 2020年12月に広島オフィスを閉鎖いたしました。

12

主要な事業所



事業報告

2021/05/31 17:01:43 / 20702238_丸文株式会社_招集通知（Ｃ）

② 子会社

名　　　称 所　在　地

丸 文 通 商 株 式 会 社 石川県金沢市

丸 文 ウ エ ス ト 株 式 会 社 兵庫県神戸市中央区

株 式 会 社 フ ォ ー サ イ ト テ ク ノ 東京都江東区

M a r u b u n  U S A  C o r p o r a t i o n San Mateo, California, U.S.A.

M a r u b u n  T a i w a n , I n c . Taipei, Taiwan

M a r u b u n / A r r o w  A s i a , L t d . British Virgin Islands

M a r u b u n / A r r o w （ S ） P t e  L t d . Pereira Road, Singapore

M a r u b u n / A r r o w （ H K ） L t d . Kowloon, Hong Kong, China

M a r u b u n  A r r o w （ T h a i l a n d ） C o . , L t d . Bangkok, Thailand

M a r u b u n / A r r o w （ P h i l s ） I n c . Laguna, Philippines

M a r u b u n  A r r o w （ M ） S D N  B H D . Penang, Malaysia
M a r u b u n / A r r o w  E l e c t r o n i c s
（ S h e n z h e n ） C o m p a n y  L i m i t e d Shenzhen, China

P T . M a r u b u n  A r r o w  I n d o n e s i a Jawa Barat, Indonesia
(注) 1. Marubun/Arrow（Shenzhen）Electronic Product Consulting Co.,Ltd.は、2020年５月に名称変更し、Marubun/Arrow 

Electronics（Shenzhen）Company Limitedとなりました。
2. Marubun/Arrow（Shanghai）Co.,Ltd.は、清算手続き中のため上記子会社には含めておりません。

13
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(7) 使用人の状況（2021年３月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況
事 業 区 分 使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

デ バ イ ス 事 業 430名 147名減
シ ス テ ム 事 業 576名 1名減
全 社 ( 共 通 ) 139名 31名減

合　　計 1,145名 179名減
(注) 1. 全社（共通）として記載されている使用人数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。

2. 使用人数にはパートタイマーおよびアルバイトは含んでおりません。
3. 使用人数が前期末と比べて179名減少しておりますが、その主な理由は、希望退職の実施によるものであります。

② 当社の使用人の状況
使　用　人　数 前事業年度末比増減 平　均　年　齢 平 均 勤 続 年 数

613名 137名減 42.8歳 15.5年
(注) 1. 使用人数には、当社から関係会社等社外への出向者（９名）を除き、当社への出向者（０名）を含んでおります。

2. 使用人数にはパートタイマーおよびアルバイトは含んでおりません。
3. 平均年齢および平均勤続年数は、小数点第２位を四捨五入して表示しております。
4. 使用人数が前期末と比べて137名減少しておりますが、その主な理由は、希望退職の実施によるものであります。

(8) 主要な借入先の状況（2021年３月31日現在）

借　入　先 借　入　額

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 24,356百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 11,571百万円
(注) 1. 当社は運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、農林中央金庫の３社

との間で借入極度額300百万ドル相当のコミットメントライン契約を締結しております。
2. 当該契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高は17,160百万円であります。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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2 会社の現況

金融機関
16.62％
（注）比率は小数点第3位を四捨五入しております。

その他の法人
20.27％

個人・その他
41.80％

自己名義株式
6.83％

外国法人等
12.70％

金融商品取引業者
1.79％

所有者別の株式保有比率
(1) 株式の状況（2021年３月31日現在）

① 発行可能株式総数 100,000,000株
② 発行済株式の総数 28,051,200株

(うち、自己株式1,916,141株)
③ 株主数 6,969名
④ 大株主（上位10名）

株　主　名 持　株　数 持　株　比　率

A R R O W  E L E C T R O N I C S ,  I N C .  5 9 0 0 0 0
（常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部） 2,350千株 8.99％

一 般 財 団 法 人 丸 文 財 団 2,304千株 8.82％

堀 越 毅 一 2,001千株 7.66％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 1,482千株 5.67％

株 式 会 社 千 葉 パ ブ リ ッ ク ゴ ル フ コ ー ス 1,399千株 5.35％

合 同 会 社 堀 越 800千株 3.06％

堀 越 裕 史 766千株 2.93％

堀 越 浩 司 754千株 2.89％

堀 越 百 子 602千株 2.30％

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行  ( 信 託 口 ) 521千株 1.99％

(注) 1. 当社は、自己株式を1,916,141株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は自己株式を控除し、小数点第３位を四捨五入して計算しております。

⑤ その他株式に関する重要な事項
　特記すべき事項はありません。
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(2) 新株予約権等の状況
① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株

予約権の状況
　該当事項はありません。
② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。
③ その他新株予約権等に関する重要な事項
　該当事項はありません。

(3) 会社役員の状況
① 取締役の状況 （2021年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 飯 野 　 亨 監査室、法務部、内部統制 および 安全保障輸出管理 担当
兼　営業統轄本部長

代表取締役副社長 岩 元 一 明 総務本部、管理本部、ICT統轄本部 および 関係会社管理 担当

常 務 取 締 役 藤 野 　 聡

デバイス事業(関係会社含む) 担当
兼　営業統轄副本部長 および デマンドクリエーション第２本部長
丸文アロー グローバルCEO
Marubun USA Corporation President
Marubun Taiwan, Inc. 董事長

取 締 役 今 村 浩 司 システム事業(関係会社含む) 担当
兼　営業統轄副本部長 および システム営業第１本部長

取 締 役 堀 越 裕 史 国内デバイス営業 担当
兼　営業統轄副本部長

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 渡 邉 泰 彦

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 茂 　 木 　 義 三 郎

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 柿 沼 幸 二 柿沼公認会計士事務所 代表
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(注) 1. 監査等委員である取締役 渡邉泰彦氏、茂木義三郎氏および柿沼幸二氏は社外取締役であります。また、各氏を東京証券取引
所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

2. 監査等委員である取締役 渡邉泰彦氏および茂木義三郎氏は、金融機関での長年の業務経験や事業会社等での経営者としての
経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

3. 監査等委員である取締役 柿沼幸二氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有する
ものであります。

4. 監査等委員会設置会社の下、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ず
しも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。

5. 取締役 飯野　亨氏は、2020年６月11日付で丸文通商株式会社の取締役を退任いたしました。
6. 監査等委員である取締役 渡邉泰彦氏は、2020年６月23日付で株式会社小松ストアーの社外取締役を退任いたしました。
7. 上記の表に記載のほか、当事業年度に係る役員の重要な兼職の状況は、以下のとおりであります。

・取締役 飯野　亨氏は、一般財団法人丸文財団の理事長を兼務しております。
・取締役 岩元一明氏および今村浩司氏は、丸文通商株式会社の取締役を兼務しております。

8. 2020年６月25日開催の第73回定時株主総会終結の時をもって、水野象司氏は取締役を退任いたしました。

② 責任限定契約の内容の概要
　当社は、社外取締役が期待される役割を十分に発揮できるとともに、社外取締役として優秀な人材を
迎えることができるよう、当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は同
法第425条第１項に定める額としております。
　なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善
意かつ重大な過失がないときに限られます。

③ 取締役の報酬等の総額

区 分 報酬等の総額 報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 員 数基 本 報 酬 業績連動報酬等 非 金 銭 報 酬 等
取締役（監査等委員を除く） 86百万円 74百万円 11百万円 0百万円 ６名
取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）

（うち社外取締役）
27百万円

（27百万円）
27百万円

（27百万円）
0百万円

（0百万円）
0百万円

（0百万円）
３名

（３名）
合 計 113百万円 102百万円 11百万円 0百万円 ９名

(注) 1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 当事業年度末日現在の取締役は８名（うち社外取締役３名）であります。上記の取締役の員数と相違しておりますのは、

2020年６月25日開催の第73回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役（監査等委員である取締役を
除く。）１名（うち社外取締役０名）が含まれているためであります。

3. 取締役の報酬限度額は、2015年６月26日開催の第68回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）
について年額400百万円以内と決議しております（使用人分給与は含まない。）。当該株主総会終結時点の取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の員数は４名です。また、監査等委員である取締役について年額100百万円以内と決議してお
り、当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は３名です。

4. 当社は、2016年６月28日開催の第69回定時株主総会終結の時をもって取締役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会
終結後引き続いて在任する取締役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の
退任時に贈呈することを決議いたしております。これに基づき、当事業年度中に退任した取締役（監査等委員である取締役
を除く。）１名に対し49百万円の役員退職慰労金を支給しております。なお、支給金額には、過年度の事業報告において開
示した役員退職慰労引当金の繰入額が含まれております。
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④ 取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針
イ．基本方針と手続き
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等については、業務執行取締役としての職責・役
割にふさわしく、また短期のみならず中長期的な企業価値と業績の向上に資するような内容・水準とい
たします。その額は、株主総会において決議された総枠の範囲内で、その役位や職務内容と、対象期間
の期待貢献度および連結業績等を考慮し決定しております。当該報酬の総額、報酬体系、算定方法の枠
組みについては、社外取締役を構成員とする人事諮問会議の助言・同意を得た上で、取締役会で決定し
ております。
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬については、人事諮問会議の助言・同意
を得た上で、取締役会の決議により一任を受けた代表取締役社長の飯野亨が決定します。代表取締役社
長に委任した理由は、当社グループ全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当職務の評価を行い、報
酬額を決定するには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。なお、委任された内
容の決定にあたっては、事前に原案を人事諮問会議に諮問し、その妥当性等について確認しておりま
す。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬
等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しているこ
とや人事諮問会議の同意を得ていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断してお
ります。
　監査等委員である取締役の報酬については、株主総会において決議された総枠の範囲内で、独立性と
中立性の確保の観点から担当する職務内容等を考慮し監査等委員会の協議で決定いたします。なお監
査等委員である取締役の報酬については、人事諮問会議の委員の全員が監査等委員である取締役である
ため、人事諮問会議による関与は得ておりません。

ロ．報酬等の体系
　当社の役員の報酬等は、役割・権限・責任に基づく役員種別（役付役員、使用人兼務役員、監査等委
員である取締役）に応じた役位別報酬としております。
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は固定報酬（本給、役割給）と業績連動報酬（業
績給）から構成し、監査等委員である取締役の報酬は固定報酬（本給のみ）の構成としております。固
定報酬、業績連動報酬ともに毎月現金にて支給しております。
　本給は、役位に応じて定めた基本的な報酬で、同一役位では同額とし物価動向等を考慮して改定して
おります。役割給は、役員それぞれが担当する職務の内容等に応じて個別に決定しております。業績給
は、前事業年度の会社業績に連動して定める報酬で、役員種別に応じて定めた係数により算出します。
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報酬の構成 報酬の内容 支給時期 支給方法 支給対象

固定報酬
本給 役位別に決定（同一役位は同額） 毎月 現金 全取締役

役割給 担当する職務内容等に応じて個別に決定 毎月 現金 取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）

業績連動
報酬 業績給

前事業年度の会社業績（連結経常利益額）
に連動し、役員種別に応じて定めた係数に
より算出

毎月 現金 取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）

　取締役の総報酬に占める業績連動報酬の割合は一定の水準に固定せず、当社の業績が拡大するにつれ
取締役の総報酬に占める業績給の割合が高くなる制度としております。業績給の算出に用いる指標は、
当社の取引通貨における外貨割合が高いことを考慮し、為替差損益も反映した利益項目である「連結経
常利益額」としております。なお、当期に支給した業績給の算出根拠となる2020年３月期の連結経常
利益の目標額は3,150百万円で、実績額は2,006百万円でした。

⑤ 社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

地 位 氏 名 重 要 な 兼 職 の 状 況 当 社 と の 関 係
取 締 役
（監査等委員） 渡 邉 泰 彦 株 式 会 社 小 松 ス ト ア ー  社 外 取 締 役 特別の関係はありません。

取 締 役
（監査等委員） 茂　木　義三郎

取 締 役
（監査等委員） 柿 沼 幸 二 柿 沼 公 認 会 計 士 事 務 所  代 表 特別の関係はありません。
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ロ．当事業年度における主な活動状況

地 位 氏 名 出席状況、発言状況および
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役
（監査等委員） 渡 邉 泰 彦

　当事業年度に開催された取締役会12回の全てに、また、監査等委員会６
回の全てに出席いたしました。金融機関や事業法人の経営者としての豊富
な経験や見識に基づき、特に当社の経営や取締役会の機能強化について適宜
発言を行うなど、適切な役割を果たしております。また、人事諮問会議の一
員として、中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定におけ
る監督機能を主導しております。

取 締 役
（監査等委員） 茂　木　義三郎

　当事業年度に開催された取締役会12回の全てに、また、監査等委員会６
回の全てに出席いたしました。金融機関や事業法人等の経営者としての豊
富な経験や知見に基づき、特に当社の経営や取締役会の機能強化について適
宜発言を行うなど、適切な役割を果たしております。また、人事諮問会議の
一員として、中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定にお
ける監督機能を担っております。

取 締 役
（監査等委員） 柿 沼 幸 二

　当事業年度に開催された取締役会12回の全てに、また、監査等委員会６
回の全てに出席いたしました。主に公認会計士としての専門的な見地や豊
富な経験に基づき、特に当社の経営や取締役会の機能強化について適宜発言
を行うなど、適切な役割を果たしております。また、人事諮問会議の一員と
して、中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定における監
督機能を担っております。

(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款23条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす
書面決議が１回ありました。
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(4) 会計監査人の状況
① 名称　　　　　EY新日本有限責任監査法人

② 報酬等の額
支　払　額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 53百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 53百万円
(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確

に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載
しております。

2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかど
うかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。

3. 当社の重要な子会社のうちMarubun USA CorporationおよびMarubun/Arrow Asia, Ltd.は、当社の会計監査人以外の監
査法人の監査を受けております。

③ 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合、
監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監
査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報
告いたします。
　また、会計監査人による適正な職務の執行が困難と認められる場合、監査等委員会は、株主総会に提
出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

⑤ 会計監査人が受けた過去２年間の業務停止の内容
　該当事項はありません。

⑥ 責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。
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連結貸借対照表（2021年3月31日現在） (単位：百万円)

科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額
資産の部 負債の部
流動資産 114,804 流動負債 76,165

現金及び預金

受取手形及び売掛金

電子記録債権

商品及び製品

仕掛品

その他

貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土地

リース資産

使用権資産

無形固定資産

投資その他の資産

投資有価証券

繰延税金資産

その他

貸倒引当金

26,874

46,723

4,334

34,174

34

2,673

△11

12,202

4,221

1,662

0

876

1,596

17

69

925

7,055

2,518

1,136

3,857

△457

支払手形及び買掛金 30,298
短期借入金 42,194
1年内返済予定の長期借入金 50
リース債務 67
未払法人税等 61
賞与引当金 631
その他 2,861

固定負債 5,801
長期借入金 5,075
リース債務 87
退職給付に係る負債 261
役員退職慰労引当金 95
資産除去債務 180
その他 101

負債合計 81,966
純資産の部
株主資本 38,791

資本金 6,214
資本剰余金 6,353
利益剰余金 27,854
自己株式 △1,631

その他の包括利益累計額 1,224
その他有価証券評価差額金 831
繰延ヘッジ損益 36
為替換算調整勘定 △29
退職給付に係る調整累計額 385

非支配株主持分 5,024
純資産合計 45,040

資産合計 127,006 負債純資産合計 127,006
(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書（2020年4月1日から2021年3月31日まで） (単位：百万円)
科　　　目 金　　　額

売上高 289,283
売上原価 273,066

売上総利益 16,217
販売費及び一般管理費 15,193

営業利益 1,023
営業外収益

受取利息 13
受取配当金 49
固定資産賃貸料 19
投資不動産賃貸料 24
雑収入 52 160

営業外費用
支払利息 386
売上割引 131
為替差損 333
売上債権売却損 50
持分法による投資損失 68
雑損失 179 1,149
経常利益 33

特別利益
固定資産売却益 0
投資不動産売却益 31 31

特別損失
固定資産除売却損 15
減損損失 5
投資有価証券評価損 1,350
特別退職金 1,229
その他 2 2,603
税金等調整前当期純損失(△) △2,537
法人税、住民税及び事業税 355
法人税等調整額 △741 △386
当期純損失(△) △2,151
非支配株主に帰属する当期純損失(△) △17
親会社株主に帰属する当期純損失(△) △2,133

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書（2020年4月1日から2021年3月31日まで） (単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 6,214 6,353 30,656 △1,631 41,593

当期変動額

剰余金の配当 △731 △731
親会社株主に帰属する当期
純損失(△) △2,133 △2,133

連結範囲の変動 63 63
株主資本以外の項目の当期変
動額(純額)

当期変動額合計 － － △2,802 － △2,802

当期末残高 6,214 6,353 27,854 △1,631 38,791

その他の包括利益累計額
非支配株主

持分 純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 339 △2 465 △109 692 5,918 48,204

当期変動額

剰余金の配当 △731
親会社株主に帰属する当期
純損失(△) △2,133

連結範囲の変動 63
株主資本以外の項目の当期変
動額(純額) 491 39 △494 495 531 △893 △362

当期変動額合計 491 39 △494 495 531 △893 △3,164

当期末残高 831 36 △29 385 1,224 5,024 45,040

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表（2021年3月31日現在） (単位：百万円)
科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

資産の部 負債の部
流動資産 86,970 流動負債 62,436

現金及び預金
受取手形
電子記録債権
売掛金
商品
前払費用
未収消費税等
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産

建物
構築物
機械及び装置
工具、器具及び備品
土地
リース資産

無形固定資産
ソフトウエア
その他

投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

14,667
239

2,935
34,869
31,733

33
390

2,108
△7

8,585
2,847
1,192

2
0

727
920

4
889
825
64

4,849
1,687
1,204
1,241
1,117
△401

支払手形 53
買掛金 17,566
短期借入金 42,194
1年内返済予定の長期借入金 50
リース債務 1
未払金 1,228
未払費用 251
前受金 616
預り金 88
賞与引当金 351
その他 32

固定負債 5,761
長期借入金 5,075
リース債務 1
退職給付引当金 464
資産除去債務 130
その他 89

負債合計 68,198
純資産の部
株主資本 26,808

資本金 6,214
資本剰余金 6,353

資本準備金 6,351
その他資本剰余金 2

利益剰余金 15,871
利益準備金 1,553
その他利益剰余金 14,317

繰越利益剰余金 14,317
自己株式 △1,631

評価・換算差額等 550
その他有価証券評価差額金 513
繰延ヘッジ損益 36

純資産合計 27,358
資産合計 95,556 負債純資産合計 95,556
(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損益計算書（2020年4月1日から2021年3月31日まで） (単位：百万円)

科　　　目 金　　　額
売上高 237,437
売上原価 227,438

売上総利益 9,998
販売費及び一般管理費 10,055

営業損失(△) △56
営業外収益

受取利息 1
受取配当金 823
雑収入 66 891

営業外費用
支払利息 375
売上割引 130
為替差損 260
売上債権売却損 50
雑損失 65 883
経常損失(△) △48

特別利益
固定資産売却益 0
投資不動産売却益 31 31

特別損失
固定資産除却損 8
投資有価証券評価損 1,350
減損損失 0
特別退職金 1,113
その他 0 2,472
税引前当期純損失(△) △2,489
法人税、住民税及び事業税 25
法人税等調整額 △719 △694
当期純損失(△) △1,794

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書（2020年4月1日から2021年3月31日まで） (単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本

準備金
その他
資本

剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他
利益剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金
当期首残高 6,214 6,351 2 6,353 1,553 16,844 18,397 △1,631 29,335

当期変動額

剰余金の配当 △731 △731 △731

当期純損失(△) △1,794 △1,794 △1,794
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当期変動額合計 － － － － － △2,526 △2,526 － △2,526

当期末残高 6,214 6,351 2 6,353 1,553 14,317 15,871 △1,631 26,808

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

当期首残高 186 △2 183 29,519

当期変動額

剰余金の配当 △731

当期純損失(△) △1,794
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) 327 38 366 366

当期変動額合計 327 38 366 △2,160

当期末残高 513 36 550 27,358

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2021年５月25日

丸文株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東　 京　 事　 務　 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 安 斎 裕 二 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 野 元 寿 文 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、丸文株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの連
結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表に
ついて監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、丸文
株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引
や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手
する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に
対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2021年５月25日

丸文株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東　 京　 事　 務　 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 安 斎 裕 二 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 野 元 寿 文 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、丸文株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日ま
での第74期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその
附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計
算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第74期事業年度における取締役の職務の執行につい

て監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当

該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状

況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施し

ました。

①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席

し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決

裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社につい

ては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を

受けました。

②　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締

役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監

査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職

務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に

関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に

応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主

資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結

株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

（1）　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関

する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は相当

であると認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針

に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目

的とするものではないと認めます。

（2）　計算書類及びその附属明細書の監査結果

　　 　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）　連結計算書類の監査結果

　　 　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　　　　2021年５月26日

丸文株式会社　監査等委員会
監査等委員長 渡 邉 泰 彦 ㊞

監 査 等 委 員 茂　木　義三郎 ㊞

監 査 等 委 員 柿 沼 幸 二 ㊞

　（注）　監査等委員長渡邉泰彦、監査等委員茂木義三郎および監査等委員柿沼幸二は、会社法第２条第15号及び第331
条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上
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第１号議案 剰余金の処分の件
　当社は、株主の皆様への継続的な利益還元を基本としたうえで、業績に応じ積極的に利益還元を行うよ
う業績連動型の配当方式を採用し、配当性向を重視して決定しております。配当額は、連結配当性向30％
以上を目安として決定していく方針であります。
　このような方針のもと、当期の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類
金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金８円
配当総額　209,080,472円
なお、中間配当金を含めました当期の年間配当金は、普通株式１株につき16円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月28日といたします。
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第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（５名）は、本総会終結
の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役５名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番　号 氏　　名 当 社 に お け る 地 位 等 候補者

属　性
取締役会
出 席 率

１
　いい　

飯
の

野 　
とおる

亨 代表取締役社長
監査室、法務部、内部統制
および 安全保障輸出管理 担当
兼　営業統轄本部長

再 任 100%

２
　いわ　

岩
　もと　

元 
　かず　

一
　あき　

明 代表取締役副社長 総務本部、管理本部、ICT統轄本部
および 関係会社管理 担当 再 任 92%

３
　ふじ　

藤
の

野 　
さとし

聡 常務取締役 デバイス事業(関係会社含む) 担当
兼　営業統轄副本部長 再 任 100%

４
　いま　

今
　むら　

村 
　ひろ　

浩
し

司 取締役 システム事業(関係会社含む) 担当
兼　営業統轄副本部長 再 任 100%

５
　ほり　

堀
　こし　

越 
　ひろ　

裕
し

史 取締役 国内デバイス営業 担当
兼　営業統轄副本部長 再 任 100%
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１
候補者番号

　いい　

飯
の

野　
とおる

亨 （1959年３月７日生）

略歴、当社における地位および担当 再 任

■ 所有する当社の株式数
3,000株

■ 取締役在任年数
４年

■ 取締役会出席回数
12回中12回

1985年 ６月 当社入社
2017年 ６月 当社取締役
2018年 ４月 当社常務取締役

当社関係会社システム事業担当
2018年 ６月 丸文通商㈱取締役
2018年10月 当社システム事業(関係会社

含む)担当

2020年 １月 当社代表取締役社長(現任)
当社監査室担当(現任)
当社法務部担当(現任)
当社内部統制担当(現任)
当社安全保障輸出管理担当(現任)
当社営業統轄本部長(現任)

2020年 ６月 一般財団法人丸文財団理事長(現任)

重要な兼職の状況
一般財団法人丸文財団 理事長

取締役候補者とした理由
　飯野　亨氏は、長年にわたり当社システム事業に従事し、システム事業全般の責任者と
して事業拡大や取引先との関係強化を推進してきました。また、現在は当社代表取締役社
長を務め、優れた経営執行力とリーダーシップを発揮し、経営の管理・監督を行うととも
に当社全般の陣頭指揮を執り経営全体を牽引しています。
　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、当社および当社グループ
の経営を指揮する責任者として同氏が適任であると判断し、取締役候補者としました。
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２
候補者番号

　いわ　

岩
　もと　

元 
　かず　

一
　あき　

明（1954年７月26日生）

略歴、当社における地位および担当 再 任

■ 所有する当社の株式数
13,000株

■ 取締役在任年数
15年

■ 取締役会出席回数
12回中11回

2006年 ６月 当社入社
当社取締役

2007年 ４月 当社常務取締役
当社管理本部長

2010年 ２月 丸文通商㈱取締役(現任)
2010年 ４月 当社専務取締役
2011年 ６月 当社代表取締役専務取締役

2012年 １月 当社関係会社管理担当(現任)
2012年 ６月 当社業務本部担当

当社ICT統轄本部担当(現任)
2013年 ４月 当社業務改革推進室担当
2013年 ６月 当社代表取締役副社長(現任)

当社総務本部担当(現任)
当社管理本部担当(現任)

重要な兼職の状況
丸文通商株式会社 取締役

取締役候補者とした理由
　岩元一明氏は、長年にわたり当社および当社グループの内部統制や総務・人事・財務経
理・経営企画・IT部門の責任者を歴任し、当社の管理部門を統轄してきました。また、当社
代表取締役副社長としてグループ全体の内部統制やコーポレートガバナンスの強化に取り
組むなど豊富な経験と実績を有しています。
　当社は当社および当社グループの経営管理全般およびコーポレートガバナンスや内部統
制の強化の推進に同氏が適任であると判断し、取締役候補者としました。
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３
候補者番号

　ふじ　

藤
の

野　
さとし

聡 （1964年１月22日生）

略歴、当社における地位および担当 再 任

■ 所有する当社の株式数
6,000株

■ 取締役在任年数
14年

■ 取締役会出席回数
12回中12回

1986年 ４月 当社入社
2004年 ４月 Marubun/Arrow Asia, Ltd. 

CEO
2007年 ６月 当社取締役
2012年 １月 当社常務取締役(現任)
2013年 ６月 当社関係会社営業担当
2013年 ７月 Marubun Taiwan,Inc. 董事長
2014年 ４月 当社営業統轄副本部長

当社デマンドクリエーション
本部長

2016年 ４月 当社営業統轄本部長
2018年 ４月 当社関係会社デバイス事業担当

当社営業統轄副本部長(現任)
2018年10月 当社デバイス事業(関係会社

含む)担当

2019年 ４月 当社新規デバイス事業担当
当社丸文アロー担当
丸文アロー グローバルCEO(現任)
Marubun USA Corporation 
President(現任)

2019年10月 当社営業管理本部担当
当社営業推進本部担当
当社デマンドクリエーション
本部担当
当社デマンドクリエーション
本部長

2020年 １月 当社デバイス事業(関係会社
含む)担当(現任)
Marubun Taiwan,Inc. 董事
長(現任)

2020年10月 当社デマンドクリエーション
第２本部長(現任)

重要な兼職の状況
丸文アロー グローバルCEO
Marubun USA Corporation President
Marubun Taiwan,Inc. 董事長

取締役候補者とした理由
　藤野　聡氏は、長年にわたり当社デバイス事業に従事し、当社デバイス事業の営業責任
者や海外グループ会社のCEOを歴任してきました。また当社取締役として、国内外のデバ
イス事業を牽引し、取引先との関係強化や新規事業の拡大に取り組むなど、豊富なグロー
バル経験と実績を有しています。
　当社は競争力の強化に向けた当社および当社グループの事業戦略の推進に同氏が適任で
あると判断し、取締役候補者としました。
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４
候補者番号

　いま　

今
　むら　

村 
　ひろ　

浩
し

司（1965年４月17日生）

略歴、当社における地位および担当 再 任

■ 所有する当社の株式数
1,400株

■ 取締役在任年数
１年

■ 取締役会出席回数
９回中９回

1988年 ４月 当社入社
2010年 ４月 当社システム営業本部営業第

１部長
2018年 ４月 当社システム営業第１本部長

(現任)
2020年 １月 当社執行役員

2020年 ６月 当社取締役(現任)
当社システム事業(関係会社
含む)担当(現任)
当社営業統轄副本部長(現任)
丸文通商㈱取締役(現任)

重要な兼職の状況
丸文通商株式会社 取締役

取締役候補者とした理由
　今村浩司氏は、長年にわたり当社システム事業に従事し、システム事業の営業責任者を
経験しました。また当社取締役として、新規商材の拡充やビジネス領域の拡大に取り組む
とともに、当社グループのシステム事業を統轄するなど、豊富な経験と幅広い知見を有し
ています。
　当社は、システム事業の拡大並びにグループ会社との連携強化を進めていくうえで、同
氏が適任であると判断し、取締役候補者としました。
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５
候補者番号

　ほり　

堀
　こし　

越 
　ひろ　

裕
し

史（1979年５月30日生）

略歴、当社における地位および担当 再 任

■ 所有する当社の株式数
766,800株

■ 取締役在任年数
１年

■ 取締役会出席回数
９回中９回

2009年10月 当社入社
2011年 ６月 当社取締役
2012年 ６月 当社執行役員

当社営業統轄副本部長
2018年 ４月 Marubun/Arrow Asia, Ltd. 

CEO

2020年 ４月 当社営業統轄副本部長(現任)
2020年 ６月 当社取締役(現任)

当社国内デバイス営業担当(現任)

重要な兼職の状況
該当事項はありません。

取締役候補者とした理由
　堀越裕史氏は、長年にわたり営業全般を統轄し、国内ビジネスの営業責任者や海外グル
ープのCEOを歴任するなど、国内外の事業基盤の強化および拡大を推進してきました。ま
た当社取締役として、デバイス事業における国内取引先との関係強化に取り組むなど、豊
富な経験と高い識見を有しています。
　当社は、事業戦略の推進および取締役会の意思決定の一層の強化に同氏が適任であると
判断し、取締役候補者としました。

(注) 1. 藤野　聡氏は、当社の子会社であるMarubun Taiwan,Inc.の董事長を兼務しており、同社は電子部品等の販売において当社
との間に売買取引があります。その他の各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。特約部分も
合わせ、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受ける
ことによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしており（ただし、故意または重過失に起因す
る損害賠償請求の場合を除く）、保険料は全額当社が負担しております。各候補者が取締役（監査等委員である取締役を除
く。）に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は１年毎に契約更新しており、
次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
　監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、
監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番　号 氏　　名 当社における地位等 候 補 者 属 性 取締役会

出 席 率
監査等委員会
出 席 率

１
　かき　

柿
　ぬま　

沼 
　こう　

幸
じ

二 取締役（監査等委員） 再 任 社 外 独 立 100% 100%

２
も

茂
ぎ

木 
　よし　

義
　さぶ　

三
　ろう　

郎 取締役（監査等委員） 再 任 社 外 独 立 100% 100%

３
　わた　

渡
　なべ　

邉 
　やす　

泰
　ひこ　

彦 取締役（監査等委員） 再 任 社 外 独 立 100% 100%
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1
候補者番号

　かき　

柿
　ぬま　

沼 
　こう　

幸
じ

二（1957年３月３日生）

略歴、当社における地位および担当 再 任

社 外

独 立

■ 所有する当社の株式数
０株

■ 社外取締役在任年数
２年

1981年10月 新光監査法人入所
1985年 ９月 公認会計士登録
1989年10月 住友信託銀行㈱（現 三井住友

信託銀行㈱）入行
2000年10月 朝日監査法人（現 有限責任あ

ずさ監査法人）入所

2003年 ８月 同法人代表社員
2016年 ９月 有限責任あずさ監査法人監事
2017年 ７月 同法人経営監視委員会委員長
2019年 ６月 当社社外取締役(現任)
2019年 ７月 柿沼公認会計士事務所代表(現任)

重要な兼職の状況
柿沼公認会計士事務所 代表

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
　柿沼幸二氏を社外取締役の候補者とした理由は、同氏は公認会計士として高度な専門知
識や豊富な経験を有しており、当該経験を活かして、特に当社の経営や取締役会の機能強
化について公正かつ客観的立場で専門的見地からの適切な助言をいただくことを期待した
ためであります。
　また、同氏が選任された場合は、人事諮問会議の一員として、中立的立場で当社の役員
候補者の選定や役員報酬等の決定について、引き続き関与いただく予定です。

2
候補者番号

も

茂
ぎ

木 
　よし　

義
　さぶ　

三
　ろう　

郎（1950年９月26日生）

略歴、当社における地位および担当 再 任

社 外

独 立

■ 所有する当社の株式数
9,900株

■ 社外取締役在任年数
６年

1996年 ４月 ㈱東京三菱銀行（現㈱三菱
UFJ銀行）有楽町支店長

2000年 ６月 同行ロンドン支店長
2002年 ６月 三菱東京ウェルスマネジメン

ト証券㈱常務取締役

2003年 ６月 オムロン㈱常勤社外監査役
2011年 ６月 公益財団法人三菱財団常務理事

公益財団法人助成財団センター
理事

2012年 ６月 一般社団法人日英協会専務理事
2015年 ６月 当社社外取締役(現任)

重要な兼職の状況
該当事項はありません。

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
　茂木義三郎氏を社外取締役の候補者とした理由は、同氏は金融機関や事業法人等の経営
者として豊富な経験や知見を有しており、当該知見を活かして、特に当社の経営や取締役
会の機能強化について公正かつ客観的立場で多様な視点からの助言をいただくことを期待
したためであります。
　また、同氏が選任された場合は、人事諮問会議の一員として、中立的立場で当社の役員
候補者の選定や役員報酬等の決定について、引き続き関与いただく予定です。
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3
候補者番号

　わた　

渡
　なべ　

邉 
　やす　

泰
　ひこ　

彦（1942年１月25日生）

略歴、当社における地位および担当 再 任

社 外

独 立

■ 所有する当社の株式数
０株

■ 社外取締役在任年数
７年

1995年 ６月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀
行）代表取締役常務取締役

2000年 ６月 三菱地所㈱監査役
2001年 ６月 同社代表取締役専務取締役

2007年 ６月 丸の内熱供給㈱代表取締役社長
当社社外監査役

2010年 ６月 ㈱小松ストアー社外取締役
大日本塗料㈱社外取締役

2014年 ６月 当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況
該当事項はありません。

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
　渡邉泰彦氏を社外取締役の候補者とした理由は、同氏は金融機関や事業法人の経営者と
して豊富な経験や実績、知見を有しており、当該知見を活かして、特に当社の経営や取締
役会の機能強化について公正かつ客観的立場で幅広い見地からの助言をいただくことを期
待したためであります。
　また、同氏が選任された場合は、人事諮問会議の一員として、中立的立場で当社の役員
候補者の選定や役員報酬等の決定について、引き続き関与いただく予定です。

(注) 1. 柿沼幸二氏、茂木義三郎氏および渡邉泰彦氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 柿沼幸二氏、茂木義三郎氏および渡邉泰彦氏は、社外取締役候補者であります。
3. 柿沼幸二氏は、社外役員となること以外の方法で過去に会社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士として長年

にわたり企業会計に携わっており、専門的な知見と豊富な経験を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役
としてその職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

4. 当社は、柿沼幸二氏、茂木義三郎氏および渡邉泰彦氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所
に届け出ております。なお、各氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

5. 当社は柿沼幸二氏、茂木義三郎氏および渡邉泰彦氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項
の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める
最低責任限度額としております。なお、各氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。特約部分も
合わせ、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受ける
ことによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしており（ただし、故意または重過失に起因す
る損害賠償請求の場合を除く）、保険料は全額当社が負担しております。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就
任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は１年毎に契約更新しており、次回更新時におい
ても同内容での更新を予定しております。
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第４号議案 当社株券等の大量買付行為への対応策の継続の件
　当社は、2018年６月27日開催の当社第71回定時株主総会において株主の皆様のご承認を得て、当社の
企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社の財務及び事業の方針の
決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第118条第３号に定義されるものをいい、
以下「基本方針」といいます。）に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配
されることを防止するための取組み（会社法施行規則第118条第３号ロ（２））として、当社株券等の大
量買付行為への対応策（以下「現プラン」といいます。）を導入いたしましたが、現プランの有効期間は、
2021年６月25日開催予定の当社第74回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）の終了の
時までとなっております。
　当社では、現プランについて、社会・経済情勢の変化、買収防衛策をめぐる諸々の動向及び様々な議論
の進展を踏まえ、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させるための取組みとし
て、その継続の是非を含めて、導入後も引き続き検討してまいりました。
　その結果、2021年５月14日開催の当社取締役会において、基本方針を引き続き維持することを確認す
るとともに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを
防止するための取組みとして、本定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件として、下記のとおり
現プランを継続することを決議いたしました（以下、継続後のプランを「本プラン」といいます。）。つ
きましては、株主の皆様に、本プランの継続についてご承認をお願いいたしたいと存じます。
　本プランについては、現プランから形式的な文言の変更を行っておりますが、実質的な内容の変更はご
ざいません。
　なお、本プランの継続を決議した当社取締役会においては、社外取締役監査等委員３名全員が出席し、
本プランの具体的運用が適正に行われることを条件として、全員が本プランの内容に賛同する旨の意見を
述べております。
　また、2021年３月31日現在における当社の大株主の状況は、添付資料１「大株主の状況」のとおりで
あり、現時点において、特定の第三者から当社株券等の大量買付行為を行う旨の提案等を受けている事実
はありません。
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記

Ⅰ．財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
　上場会社である当社の株式は、株主の皆様及び投資家の皆様による自由な取引に委ねられているため、
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様の意思に基づいて決定
されることを基本としており、会社の支配権の移転を伴う当社株券等の大量買付けに応じるか否かの判断
も、最終的には株主の皆様全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。また、当社は、当
社株券等の大量買付けが行われる場合であっても、それが当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利
益に資するものであればこれを否定するものではありません。
　しかしながら、事前に当社取締役会の賛同を得ずに行われる当社株券等の大量買付けの中には、その目
的等から見て当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に
株式の売却を事実上強制するおそれがあるもの、当社取締役会や株主の皆様が株券等の大量買付けの内容
等について検討し、又は当社取締役会が代替案を提案するために必要かつ十分な時間や情報を提供しない
もの、当社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とす
るものなど、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損するおそれをもたらすものも少なく
ないと想定されます。
　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値の様々な源泉及
び当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共
同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えております。当社は、上記のような、
当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資さない株券等の大量買付けを行う者が、当社の財務
及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による株券等の大量買付けに対し
ては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確
保する必要があると考えております。

Ⅱ．基本方針の実現に資する特別な取組み
１．当社グループの事業特性と企業価値に関する考え方

当社は、弘化元年（1844年）に呉服問屋として創業し、1947年７月に、会社組織を再編して丸文
株式会社として新たなスタートを切りました。集積回路やレーザ機器をいち早く輸入し国内に紹介す
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るなど、業界の先駆的な存在として道を拓き続け、エレクトロニクス技術を基盤とする産業分野・研
究開発分野の礎を築いてまいりました。現在では、世界45拠点でグローバルな活動を展開し、3,000
社を超えるお客様に対して500社以上の仕入先の製品・サービスを提供しております。

当社グループは、デバイス事業とシステム事業の２つの事業を展開する「エレクトロニクス商社」
です。デバイス事業では主に半導体や電子部品、システム事業では航空宇宙機器やレーザ機器、医用
機器などの電子応用機器を取り扱っており、最先端の製品を世界中から調達して、民生機器や産業機
器、自動車関連のメーカーや研究開発機関などに販売しております。当社グループが販売する製品は、
スマートフォンやテレビ、自動車など私たちの身近な製品や病院、工場などで利用される機器やサー
ビスに使われ、社会の発展を支えております。

創業以来続く「常に時代の一歩先を見据え、次のニーズに応える」という「先見」と「先取」の精
神の下、当社グループは環境や社会の変化に合わせて最良の商品・情報・サービスを提供することで、
企業価値の向上に取り組んでまいりました。その企業価値の源泉は、①長年にわたり培ってきた仕入
先・お客様をはじめとする各ステークホルダーとの信頼関係、②高度かつ専門的な知識や深い経験と
ノウハウ、③単に商品を販売するだけではなく、最新の技術・製品情報の提供やさまざまな製品を組
み合わせたソリューション提案力、ハード／ソフト両面での技術サポート、機器の据付・保守・メン
テナンスなど、商社の枠を超えた高度なサービス、④豊富な品揃えと、米国の大手エレクトロニクス
商社であるアロー・エレクトロニクス社と合弁で展開している世界規模の販売・物流ネットワーク、
⑤活力あふれる企業風土とチャレンジ精神旺盛な人材、にあると考えております。

当社グループは、これからも最新の技術や価値ある商品、サービス、ソリューションを提供し続け
るとともに、優秀な人材の採用と育成、健全かつ透明な経営を実践により、当社の企業価値、株主の
皆様の共同の利益の向上に努めてまいります。

２．中期経営計画に基づく企業価値向上への取組み
当社グループが属するエレクトロニクス業界は、大規模なM＆Aの進展により業界の勢力図が大き

く変わる一方で、5G通信技術の活用による通信環境の高速化やIoTをはじめとしたセンシング技術の
深化、自動運転技術の進展、AIやロボティクスを活用した医療・介護サービスの導入など、新しいテ
クノロジーをもとにした社会生活の変化が進んできております。
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当社グループは、このような変化をチャンスと捉え、2022年３月期を最終年度とする中期経営計画
において、「新たな価値を創造するビジネスモデルの構築」、「成長市場に向けた事業開発の促進」、
「持続可能な社会への貢献」の３つの基本方針の下、既存事業の基盤強化と新規事業の創出により収
益力の向上に取り組んでおります。

各事業セグメントにおける具体的な取組みは以下のとおりです。

①デバイス事業
　付加価値の高い製品・サービスをソリューション提供することにより、事業収益の最大化を目指す
とともに、新たなビジネスモデルの確立と、適材適所の人材配置で生産性の向上に取り組んでまいり
ます。

a. 高付加価値ビジネスの推進
　半導体製品を中心に電子モジュール、ソフトウェアなど当社が取り扱う幅広い商材を組み合わせ
てお客様に提案し、顧客シェアの一層の拡大を図ります。また、米国アロー・エレクトロニクス社
との提携によるグローバルな販売ネットワークなど当社ならではのサービスを強みとして、新規顧
客とのビジネス拡大に取り組みます。

b. 成長市場での事業拡大
　自動車、情報通信、医療・介護、産業機器、IoTなど今後も成長が期待される分野において、斬
新でユニークな商材を発掘し、導入支援コンサルティングを提供することで新たな市場を開拓しま
す。

c. 新たなビジネスモデルの構築
　ライセンス販売やサブスクリプション販売など新たなビジネスモデルの構築を推進してまいり
ます。また、デジタルマーケティングの推進やロボティクス技術の活用により、業務オペレーショ
ンのさらなる効率化を図ってまいります。

②システム事業
　技術革新やお客様ニーズを機敏に捉え、当社が有する高い専門性をベースにした製品・技術・サー
ビスで差別化を図り、お客様の市場競争力を高めるとともに、より高収益な事業を目指した取り組み
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を推進してまいります。
a. 取扱い製品の差別化
　当社取扱い製品と技術ノウハウを組み合わせ、お客様の要求に応じた装置のカスタマイズ化やモ
ジュール化などのシステムインテグレーションの機能の高度化に取り組みます。また、デジタルト
ランスフォーメーションの進展を見据え、新たな商材の開発とソリューション提案力の強化を促進
し、ローカル5Gやスマートファクトリーなどの新たな市場の需要取り込みを進めます。

b. サービスの差別化
　当社グループは製品販売から保守サービスを含めたトータルサポートを強みとしております。
当社はグループ内に保守・メンテナンスを担う企業を有しており、長年培った経験と技術をベース
に応用力を一層高め、フィールドサービスの領域拡大を推進してまいります。また高い専門性を有
した人材の確保と育成に努め、さらなる技術優位性の確保に努めてまいります。

c. グループ総合力の発揮
　グループ間の連携を一層強化し、当社グループの事業リソースを最大限に活用した取組みを推進
することにより、取扱い製品の販売エリア拡大、市場シェアの向上を図ります。

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止す
るための取組み

１．本プラン継続の目的
本プランは、上記Ⅰ．「財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」記載

の基本方針に沿って、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させる目的を
もって継続されるものです。

当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資
さない当社株券等の大量買付けを行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不
適切であると考えています。このような不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配
されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反するような株券等の大量
買付けを抑止するためには、大量買付けを行う者に対して、当該買付けが当社の企業価値ひいては株
主の皆様の共同の利益に及ぼす影響を適切に判断するために必要かつ十分な情報を提供するように求
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めること、大量買付けを行う者が提案する事業及び経営方針が当社の企業価値ひいては株主の皆様の
共同の利益に与える影響を当社取締役会が評価・検討して株主の皆様の判断の参考に供すること、当
社取締役会が買付けを行う者との間で当社の事業及び経営の方針等について交渉・協議を行い、当社
取締役会としての事業及び経営の方針等に関する代替案を株主の皆様に提示するというプロセスを確
保するとともに、場合によっては、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に対して回復し
難い損害をもたらすことを防止するため、株券等の大量買付けに対する対抗措置を発動することが、
当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に資するものであると考えております。

以上のことから、当社は、当社株券等に対する大量買付けが一定の合理的なルールに従って行われ
るよう、株券等の大量買付けの提案がなされた場合における情報提供等に関する一定のルール（以下
「大量買付ルール」といいます。）を設定するとともに、上記Ⅰ.「財務及び事業の方針の決定を支配
する者の在り方に関する基本方針」記載の基本方針に照らして不適切な者によって大量買付けがなさ
れた場合に、それらの者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため
の取組みとして、対抗措置の発動手続等を定めた本プランを継続することといたしました。

２．本プランの概要
本プランは、(i)当社の株券等（注１）の特定株式保有者等（注２）の議決権割合（注３）を20%以

上とする当社株券等の買付行為又は(ii)結果として特定株式保有者等の議決権割合が20%以上となる
当社株券等の買付行為（いずれについても当社取締役会があらかじめ同意したものを除き、また、市
場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問わないものとします。）若しくは(iii)上記の(i)
又は(ii)の行為が行われたか否かにかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主（注４）との
間で、当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は
当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同
ないし協調して行動する関係（注５）を樹立する行為（注６）（ただし、当該特定の株主と当該他の
株主の議決権割合が20%以上となるものに限ります。以下、(i)乃至(iii)の行為を総称して「大量買付
行為等」といい、大量買付行為等を行う者を「大量買付者」といいます。）に応じるか否かを株主の
皆様に適切に判断していただくために必要かつ十分な時間及び情報を確保するために、当社取締役会
が、大量買付者に対して、事前に大量買付情報（下記３．(１) イ「情報の提供」において定義しま
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す。）の提供を求め、当該大量買付行為等について評価、検討、大量買付者との買付条件等に関する
交渉又は株主の皆様への代替案の提案等を行うとともに独立委員会（詳細については下記３．(３) ア
「独立委員会の設置」をご参照ください。）の勧告を最大限尊重したうえで、大量買付行為等に対し
て、新株予約権の無償割当てその他当該時点において相当と認められる対抗措置を発動するためのル
ールを定めております。

また、本プランにおいては、当社取締役会が、独立委員会に対する諮問に加え、株主の皆様の意思
を直接確認することが実務上適切と判断する場合又は独立委員会が株主総会を開催すべき旨の勧告を
行った場合には、対抗措置の発動にあたり、株主総会を開催し、対抗措置発動の是非の判断を株主の
皆様の意思に委ねることとしております。

大量買付者は、大量買付ルールに従って、当社取締役会又は株主総会において対抗措置の発動の是
非に関する決議が行われるまでは、大量買付行為等を開始することができないものとします。

なお、本プランの手続の流れについては、添付資料２「本プランの概要」をご参照ください。

(注) 1. 金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等を意味します。
2. (i)当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等を意味します。）の保

有者（同法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保有者とみなさ
れる者及び当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。以下、同様とします。）
及びその共同保有者（同法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基
づき共同保有者とみなされる者及び当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。
以下、同様とします。）又は、(ii)当社の株券等（同法第27条の２第１項に規定する株券等を
いいます。）の買付け等（同法第27条の２第１項に規定する買付け等をいい、その方法を問
わず取引所金融商品市場において行われるものを含みます。）を行う者及びその特別関係者
（同法第27条の２第７項に規定する特別関係者及び当社取締役会がこれに該当すると認めた
者をいいます。）を意味します。

3. 議決権割合の計算において分母となる総議決権数は、当社のその時点での発行済株式総数（た
だし、議決権のある株式に限ります。）から、有価証券報告書又は四半期報告書のうち直近
に提出されたものに記載された数の単元未満株式数及び有価証券報告書、四半期報告書又は
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自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものに記載された数の保有自己株式数（ただ
し、単元未満株式数を除きます。）を減じた株式数（ただし、単元未満株式数を除きます。）
を、１単元の株式数で除した数とします。

4. 複数である場合を含みます。以下、(iii)において同様とします。
5. 「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれら

の者が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、
業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、デリバ
ティブや貸株等を通じた当社株券等に関する実質的な利害関係等の形成や、当該特定の株主
及び他の株主が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎に行うものとします。

6. 上記(iii)所定の行為がなされたか否かの判定は、当社取締役会が独立委員会の勧告に基づき合
理的に行うものとします。なお、当社取締役会は、当該(iii)の要件に該当するか否かの判定に
必要と判断される範囲において、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがあり
ます。

３．大量買付ルールの内容
(１) 大量買付者に対する情報提供の要請

ア　買付意向表明書の提出
大量買付者が大量買付行為等を行おうとする場合には、まず、当社取締役会に対して、大量買

付者の氏名又は名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先等の大量買付者の基本情報、
大量買付者が提案する大量買付行為等の概要及び大量買付ルールを遵守する旨の誓約文言等を記
載した買付意向表明書（以下「意向表明書」といいます。）を当社所定の書式により、日本語で
提出していただくこととします。

イ　情報の提供
当社取締役会は、意向表明書を受領した後10営業日以内に、株主の皆様のご判断及び当社取締

役会としての意見形成のために提供していただく情報（以下「大量買付情報」といいます。）の
リストを大量買付者に交付し、大量買付者には、速やかに当該リストに記載された情報を当社所
定の書式にて、日本語で提供していただくこととします。提供を求める大量買付情報の項目は下
記①乃至⑨のとおりです。
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①　大量買付者及びそのグループ（特定株式保有者等、利害関係者及び組合・ファンドの場合の
各組合員その他の構成員を含みます。以下、同様とします。）の概要（具体的な名称、事業
内容、資本構成及び財務内容等を含みます。）

②　大量買付行為等の目的、方法及び内容（対象となる株券等の種類及び数、対価の種類及び価
額、実施時期、関連する取引の仕組み、方法の適法性、実行の蓋然性並びに大量買付行為等
後に当社の株券等が上場廃止となる見込みがある場合にはその旨及びその理由等を含みま
す。）

③　大量買付行為等に際しての第三者との間の意思連絡の有無及び意思連絡がある場合にはその
内容

④　大量買付行為等の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定機関の情報、算定に用
いた数値情報及び一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容等を含みま
す。）

⑤　大量買付行為等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、
調達方法及び関連する取引の内容等を含みます。）

⑥　大量買付行為等後に意図する当社及び当社グループの事業計画を含む経営方針、資本政策、
配当政策及び財務政策

⑦　大量買付行為等後における顧客、取引先及び当社従業員等その他当社のステークホルダーに
対する対応方針

⑧　当社の大量買付者以外の株主の皆様との間の利益相反を回避するための具体的方策
⑨　その他当社取締役会又は独立委員会が合理的に必要と判断する情報

当社取締役会は、独立委員会に対する諮問を経て、大量買付者から提供された大量買付情報が、
大量買付者が行おうとする大量買付行為の内容等を検討するために不十分であると判断した場合
には、大量買付者に対して、適宜回答期限を定めて追加情報を提供するよう求めることができる
ものとします。

また、当社取締役会は、本検討期間（下記(２)「当社取締役会における大量買付行為等の検討
等」において定義するものとします。）開始後に、大量買付者が、大量買付情報を要求した前提
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となる大量買付行為等の内容を変更した場合には、当該変更後の大量買付行為等に係る大量買付
情報の提供を求めることができるものとします。

なお、当社取締役会は、大量買付行為等の提案があった事実及び大量買付者から提供された情
報が株主の皆様のご判断に必要であると認められる場合には、適時適切に開示を行います。また、
当社取締役会は、大量買付者による大量買付情報の提供が完了したと合理的に判断されるときは、
その旨並びに下記(２)の本検討期間の始期及び終期を大量買付者に通知（以下「情報提供完了通
知」といいます。）するとともに、適時適切に開示を行います。

(２) 当社取締役会における大量買付行為等の検討等
当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大量買付者から受領した大量買付情報及び当社

取締役会が独自に入手した情報等に基づいて、大量買付者による大量買付行為等が、当社の企業価
値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に資するものであるか否かを評価・検討し、必要
に応じて、大量買付者との買付条件等に関する交渉、代替案の提案等を行うとともに、対抗措置の
発動の是非を検討することとします（以下、当該一連の検討を「本検討」といいます。）。

当社取締役会は、本検討を行うにあたって、下記(３)「独立委員会の勧告」記載の独立委員会に
対する諮問を行うほか、必要に応じて、当社取締役会から独立した第三者（ファイナンシャル・ア
ドバイザー、公認会計士、弁護士及びコンサルタント等の専門家を含みます。）の助言を受けるこ
とができるものとします。

また、当社取締役会は、本検討を行う期間（以下「本検討期間」といいます。）として、大量買
付行為等の内容に応じて、下記a.及びb.の期間を設定し、大量買付者は、本検討期間が経過するま
で（ただし、当社取締役会が、下記４. (１) ウのとおり、株主総会の開催を決定した場合について
は当社株主総会において対抗措置の発動の是非が決定されるまで）は大量買付行為等を開始するこ
とができないものとします。
a.  現金のみを対価（円貨）とする公開買付けによる当社株券等の全部買付けの場合

情報提供完了通知を行った日から60日間（初日不算入）
b.  a.以外の方法による大量買付行為等の場合

情報提供完了通知を行った日から90日間（初日不算入）
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なお、当社取締役会は、独立委員会からの勧告を受けて、その決議により、本検討期間を最大30
日間延長できるものとします。当社取締役会は、本検討期間の延長の決議を行った場合には、大量
買付者に対して、本検討期間を延長する旨及び延長の理由を通知するとともに、適時適切に開示を
行います。

当社取締役会は、本検討を通じて、大量買付行為等に関する当社取締役会としての見解を慎重に
とりまとめ、適時適切に開示を行います。

(３) 独立委員会の勧告
ア　独立委員会の設置

本プランにおいては、大量買付者に対する対抗措置の発動にあたり、当社取締役会の恣意的判
断を排除するため、当社取締役会の諮問機関として、当社の業務執行を行う経営陣から独立して
いる、社外者のみから構成される独立委員会を設置します（独立委員会の規則の概要については
添付資料３「独立委員会規則の概要」のとおりです。）。

独立委員会は３名以上の委員で構成されるものとし、その委員は、当社取締役会からの独立性
が高い社外取締役及び社外有識者等（弁護士、公認会計士、実績ある企業経営者、学識経験者等
又はこれらに準ずる者を含みます。）の中から選任されるものとします。本プランの継続が承認
された後の、独立委員候補者及びその略歴等については添付資料４「独立委員会委員の氏名及び
略歴」をご参照ください。

イ　独立委員会による検討等
独立委員会は、当社取締役会から諮問を受けた事項について、本検討期間内において審議・検

討し、当社取締役会に対して、勧告（対抗措置の発動の是非についての勧告のほか、当社取締役
会から諮問を受けた事項の実施の是非等についての勧告を含みます。）を行います。

独立委員会は、当社取締役会を通じて受領した大量買付情報その他大量買付者から提供を受け
た情報に基づいて、審議・検討を行うものとしますが、審議・検討にあたり、大量買付情報その
他大量買付者から提供を受けた情報が不十分であると判断した場合には、当社取締役会を通じて
大量買付者に対して、適宜回答期限を定めたうえで、追加情報の提供を求めることができるもの
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とします。
また、独立委員会は、大量買付情報その他大量買付者から提供を受けた情報と当社取締役会の

事業計画、当社取締役会による企業価値の評価等との比較検討を行うために、当社取締役会に対
しても、適宜回答期限を定めたうえで、大量買付者の大量買付情報その他大量買付者から提供を
受けた情報の内容に対する意見（留保する旨の意見を含むものとします。）、その根拠資料、代
替案（代替案がある場合に限ります。）その他独立委員会が適宜必要と認める情報等の提供を求
めることができるものとします。

さらに、独立委員会は、審議・検討にあたり、必要に応じて、当社の費用負担において、当社
取締役会から独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士及びコン
サルタント等の専門家を含みます。）の助言を受けることができるものとします。

当社取締役会は、独立委員会から勧告が行われた場合は、勧告の事実とその概要その他当社取
締役会が適切と判断する事項について適時適切に開示を行います。また、当社取締役会における
判断にあたっては、独立委員会の勧告の内容を最大限尊重したうえで、決議を行うものとします。

なお、独立委員会は、当社取締役会に対して勧告を行った後であっても、当該勧告後に大量買
付者が大量買付行為等を中止した場合等、勧告の前提となる事実に変更があった場合には、勧告
内容の変更又は勧告の撤回等を行うことができるものとします。

４．大量買付行為等に対する対抗措置
(１) 対抗措置発動の条件

ア　大量買付ルールが遵守された場合
本プランは、当社の経営に重大な影響力を与えうる規模の大量買付行為等について、当社の企

業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させるという観点から、株主の皆様に、
大量買付情報をはじめとする大量買付行為等を受け入れるか否かの判断のために必要かつ十分な
情報、大量買付者との交渉に基づく当社取締役会の評価、意見及び代替案の提案等を受ける機会
の提供並びにこれらの検討のために必要かつ十分な時間を保証することを目的として一定の手続
を定めているものです。

したがいまして、大量買付者が、大量買付ルールを遵守した場合には、原則として、対抗措置
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の発動は行わないものとします。
ただし、大量買付者が、大量買付ルールを遵守している場合であっても、当社取締役会が、大

量買付情報その他大量買付者から受領した情報及び当社取締役会が独自に入手した情報に基づい
て、大量買付行為等の内容等を検討した結果、当該大量買付行為等が、当社に回復し難い損害を
もたらすことが明らかであると認められ、かつ、対抗措置を採ることが相当であると判断する場
合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動の決議を
行うものとします。ここで、大量買付行為等が、当社に回復し難い損害をもたらすことが明らか
であると認められる場合とは、具体的には、下記①乃至⑧のいずれかの要件の一つ又は複数の要
件に該当する場合をいうものとします。

①　真に当社の会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、株価をつり上げて高値で当社株
券等を当社又は当社の関係者に引き取らせる目的で大量買付行為等を行っている場合（いわ
ゆるグリーンメイラー）

②　当社の会社経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘
密情報、主要取引先や顧客等を大量買付者又はそのグループに移譲させる目的で大量買付行
為等を行っている場合

③　当社の会社経営を支配した後に当社の資産を大量買付者又はそのグループの債務の担保や弁
済原資として流用する予定で大量買付行為等を行っている場合

④　当社の会社経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など
高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一
時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株券等の高値売り抜けをする目的で大量
買付行為等を行っている場合

⑤　最初の買付けで全ての当社株券等の買付けの勧誘をすることなく、二段階目の買付条件を不
利に（あるいは明確にしないで）設定し、買付けを行うことにより、株主の皆様に事実上売
却を強要する結果となっている場合（いわゆる強圧的二段階買収）等に代表される、構造上
株主の皆様の判断の機会又は自由を制約するような強圧的な方法による大量買付行為等を行
っている場合
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⑥　買付けの条件（買付対価の価格・種類、買付けの時期、買付方法の適法性、買付けの実行の
蓋然性、買付け後の経営方針・事業計画並びに買付け後における当社の他の株主及びステー
クホルダーに対する対応方針等を含みます。）が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当
な買付けの場合

⑦　大量買付者及びその経営陣又は主要株主若しくは出資者に反社会的勢力と関係を有する者が
含まれている場合等、大量買付者が当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不
適切であると、公序良俗の観点から合理的に判断される場合

⑧　大量買付者による支配権の取得により、当社の企業価値を生み出すうえで必要不可欠な顧客、
取引先及び当社従業員その他当社のステークホルダーの利益を含む当社の企業価値が毀損さ
れ、ひいては株主の皆様の共同の利益が著しく毀損される場合

イ　大量買付ルールが遵守されない場合
大量買付者が、大量買付ルールを遵守しなかった場合、当社取締役会は、独立委員会の勧告を

最大限尊重したうえで、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上のために、
対抗措置の発動の決議を行うものとします。

ウ　株主総会の開催
上記ア「大量買付ルールが遵守された場合」記載のとおり、大量買付ルールが遵守された場合

には、当社取締役会において、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、大量買付行為等に対
する対抗措置発動の是非を決議することを原則としますが、本プランに従った対抗措置の発動の
是非に関する決議に際して、大量買付者による大量買付行為等の内容、時間的猶予等諸般の事情
を考慮のうえ、法令及び当社取締役の善管注意義務等に鑑みて、独立委員会に対する諮問に加え、
株主の皆様の意思を直接確認することが実務上適切と判断する場合又は独立委員会が株主総会を
開催すべき旨の勧告を行った場合には、当社取締役会は、株主総会を招集し、対抗措置の発動の
是非に関する株主の皆様の意思を確認するものとします。当社取締役会は、株主総会の開催を決
定した場合、速やかに当該決定を行った事実及びその理由を開示するとともに、実務上可能な範
囲で可及的速やかに株主総会を招集するものとします。
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また、当社取締役会は、株主総会が開催された場合、対抗措置の発動の是非に関して、当該株
主総会における株主の皆様の判断に従うものとします。

なお、大量買付者は、当社取締役会が株主総会の開催を決定した場合には、当該株主総会にお
いて対抗措置の発動に関する議案が決議されるまでの間、大量買付行為等を開始してはならない
ものとします。

(２) 対抗措置の発動及びその内容
当社取締役会は、大量買付者が、大量買付ルールを遵守しない場合又は大量買付ルールを遵守し

た場合でも、大量買付行為等が当社に回復し難い損害をもたらすことが明らかであると認められ、
対抗措置を採ることが相当であると判断する場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、
大量買付行為等に対して対抗措置を発動するものとします。また、対抗措置の発動に関し、独立委
員会に対する諮問に加え、株主の皆様の意思を確認するために株主総会が開催された場合には、当
該株主総会における株主の皆様の判断に従って、対抗措置の是非を決定するものとします。

具体的な対抗措置としては、新株予約権の無償割当てその他法令又は当社定款において当社取締
役会の権限として認められているものの中から、その時々の状況に応じて、適切なものを選択する
ものとしますが、新株予約権の無償割当てを行う場合の当該新株予約権の概要は添付資料５「新株
予約権の概要」のとおりです。

なお、当社取締役会は、対抗措置の発動を決定した後であっても、大量買付行為等の内容の変更
又は撤回等、対抗措置発動の前提となる事実に変化が生じたなどの理由により、当該大量買付行為
等が、当社に回復し難い損害をもたらすことが明らかである行為であると認められなくなった場合
又は対抗措置を採ることが相当ではないと判断される場合には、独立委員会への諮問を経たうえで、
対抗措置の発動に係る決議を中止又は撤回することができるものとします。

また、当社は、対抗措置の発動に係る決議を中止又は撤回する場合には適時適切に開示を行いま
す。
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５．本プランの有効期間、廃止及び変更
本プランの継続が本定時株主総会において承認された場合の有効期間は、３年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する当社定時株主総会の終結の時までとします。
もっとも、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行

われた場合又は当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは
その時点で廃止されるものとします。

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プラン導入及び継続の趣旨に反しな
い限り、本プランに関する法令、取引所規則等の新設又は改廃が行われたことにより、本プランを修
正することが適切な場合又は誤字脱字等の修正・補充等の字句の修正を行うのが適切であり、当該修
正により株主の皆様に不利益を与えない場合等には、独立委員会の承認を得たうえで、本プランを修
正し、又は変更することができるものとします。

当社取締役会は、本プランの廃止、修正又は変更がなされた場合には、当該廃止、修正又は変更の
事実及び内容その他の事項について、適時適切に開示を行います。

Ⅳ．各取組み等に対する当社取締役会の判断及びその理由
１．基本方針の実現に資する特別な取組み（上記Ⅱ．）について

上記Ⅱ.「基本方針の実現に資する特別な取組み」に記載した各取組みは、当社の企業価値ひいては
株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上させるための具体的取組みとして策定され
たものであり、基本方針の実現に資するものです。

したがいまして、これらの各取組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共同の利益を損なう
ものではなく、当社役員等がその会社役員の地位を維持することを目的とするものではありません。

２．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止
するための取組み（上記Ⅲ．）についての判断

(１) 本プランが基本方針に沿うものであることについて
本プランは、大量買付行為等が行われる際に、当該大量買付行為等に応じるべきか否かを株主の

皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要かつ十分な時間や情報を確保
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することや、株主の皆様のために大量買付者等と交渉を行うことなどを可能とすることにより、も
って当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する取組みであり、基本方針に沿うも
のであります。

(２) 本プランが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員等がその会社
役員の地位を維持することを目的とするものではないこと
当社は、以下の理由により、本プランは、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、

また、当社役員等がその会社役員の地位を維持することを目的とするものではないと考えておりま
す。

ア　買収防衛策に関する各指針等に適合すること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年５月27日付けで公表した「企業価値・株主共同

の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」において定められた①企業価値・株主
共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則の
三原則を完全に充足し、また、東京証券取引所の有価証券上場規程第440条（買収防衛策の導入
に係る遵守事項）に規定される各事項を遵守するものです。さらに、本プランは、企業価値研究
会が2008年６月30日付けで公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」並
びに東京証券取引所が2015年６月１日付けで公表した「コーポレートガバナンス・コード」の原
則１-５.（いわゆる買収防衛策）及び補充原則１-５①を踏まえた内容になっております。

イ　株主の皆様の意思が重視されていること
本プランの継続は、本定時株主総会において株主の皆様にご承認をいただくことを条件として

おり、本プランの継続には株主の皆様の意思が反映されることになっております。
また、上記Ⅲ.５.「本プランの有効期間、廃止及び変更」記載のとおり、本プランの有効期間

満了前であっても、当社株主総会において、本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、
本プランはその時点で廃止されることになっており、本プランは、その廃止においても、株主の
皆様の意思が尊重されることになっております。
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これらに加えて、上記Ⅲ.４. (１) ウ「株主総会の開催」記載のとおり、当社取締役会は、実務
上適切であると判断する場合又は独立委員会からの勧告があった場合には、株主総会を開催し、
対抗措置の発動の是非についても、株主の皆様の意思を確認することとされており、株主の皆様
の意思が反映されます。

また、株主の皆様に、本プランの廃止等の判断、大量買付行為等に応じて当社株式の売却を行
うか否かについての判断及び対抗措置の発動の是非を判断する株主総会における議決権行使等の
際の意思形成を適切に行っていただくために、当社取締役会は、上記Ⅲ.３. (１)「大量買付者に
対する情報提供の要請」記載のとおり、大量買付情報その他大量買付者から提供を受けた情報を
株主の皆様へ当社取締役会が適当と認める時期及び方法により開示することとしております。

ウ　取締役会の恣意的判断を排除するための仕組みが定められていること
①　独立性の高い社外者の判断の重視

当社は、当社取締役会の恣意的判断を排除するために、独立委員会を設置しております。
当社に対して大量買付行為等がなされた場合には、上記Ⅲ.３. (３)「独立委員会の勧告」記
載のとおり、独立委員会が、大量買付行為等に対する対抗措置の発動の是非等について審議・
検討したうえで当社取締役会に対して勧告を行い、当社取締役会は当該勧告を最大限尊重し
て決議を行うこととされており、取締役会の恣意的判断に基づく対抗措置の発動を可及的に
排除することができる仕組みが確保されています。

②　合理的な客観的要件の設定
対抗措置は、上記Ⅲ.４.「大量買付行為等に対する対抗措置」記載のとおり、大量買付者

が、本プランにおいて定められた大量買付ルールを遵守しない場合又は大量買付行為等が、
当社の企業価値を著しく損なう場合として合理的かつ詳細に定められた客観的要件を充足し
た場合にのみ発動されることとされており、この点においても、当社取締役会による恣意的
な対抗措置の発動を可及的に排除する仕組みが確保されています。
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エ　デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと
上記Ⅲ.５.「本プランの有効期間、廃止及び変更」記載のとおり、本プランは、当社取締役会

により廃止することができるものとされていることから、デッドハンド型買収防衛策（注７）で
はありません。また、当社の監査等委員であるものを除く取締役の任期は１年となっており、任
期が２年の監査等委員である取締役についても期差任期制を採用していないため、本プランはス
ローハンド型買収防衛策（注８）でもありません。

(注) 7. 取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策を意味します。
8. 取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を

要する買収防衛策を意味します。

Ⅴ．株主の皆様及び投資家の皆様に与える影響等について
１．本プランの継続時に株主の皆様及び投資家の皆様に与える影響

本プランは、継続時点において新株予約権の割当て等を行うものではありませんので、株主の皆様
の権利関係に直接の影響はありません。

もっとも、本プランは、株主の皆様及び投資家の皆様が大量買付行為等に応じるか否かを判断する
ために必要かつ十分な時間及び情報を確保することや、現に当社の経営を担っている当社取締役会の
評価、意見等を提供し、さらには、株主の皆様及び投資家の皆様が代替案の提案を受ける機会を保証
することを目的としております。これにより、株主の皆様及び投資家の皆様は、必要かつ十分な時間
及び情報に基づいて、大量買付行為等に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、
株主の皆様及び投資家の皆様の共同の利益の保護につながるものと考えております。したがいまして、
本プランの継続は、株主の皆様及び投資家の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となるもので
あり、株主の皆様及び投資家の皆様の共同の利益の確保・向上に資するものであると考えております。

なお、上記Ⅲ.４.「大量買付行為等に対する対抗措置」記載のとおり、大量買付者が大量買付ルー
ルを遵守するか否かにより、当該大量買付行為等に対する当社の対応方針が異なりますので、株主の
皆様及び投資家の皆様におかれましては、大量買付者の動向に十分ご注意ください。
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２．対抗措置の発動時に株主の皆様及び投資家の皆様に与える影響等
大量買付者が大量買付ルールを遵守しなかった場合又は大量買付ルールを遵守した場合でも、大量

買付行為等が当社に回復し難い損害をもたらすことが明らかであると認められ、対抗措置を採ること
が相当であると判断する場合には、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利
益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当てその他法令及び当社定款において当社取締役会
の権限として認められている対抗措置を採ることがありますが、当社取締役会が具体的対抗措置を採
ることを決定した場合には、法令及び取引所規則に従って適時適切な開示を行います。

当社取締役会が対抗措置のうち新株予約権の無償割当てを行った場合、大量買付者については、保
有する株式について希釈化が生じるなど、その法的権利又は経済的側面において不利益が発生する可
能性があります。これに対し、対抗措置発動の対象となった大量買付者を除く株主の皆様については、
当該対抗措置の仕組み上、保有する当社株式の希釈化等が生じることはなく、法的権利又は経済的側
面において格別の損失が生じる事態が生じることは想定されておりません。

なお、当社は、対抗措置として新株予約権の無償割当ての決議を行い、新株予約権の割当てを受け
る株主の皆様が確定した後であっても、効力発生日の前日までの間に新株予約権の無償割当てを中止
し、又は新株予約権の無償割当ての効力発生日以降行使期間開始日前日までの間に無償にて当該新株
予約権を取得することがあります。これらの場合には、当社株式１株当たりの価値の希釈化は生じな
いことから、当社株式１株当たりの価値の希釈化が生じることを前提にして当社株式の取引を行った
株主の皆様又は投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性がありますのでご留意く
ださい。

３．新株予約権の無償割当てを行う場合に株主の皆様において必要となる手続
対抗措置として考えられるもののうち、添付資料５「新株予約権の概要」の記載に従って新株予約

権の無償割当てを行う場合及び当社が新株予約権を取得する場合について、株主の皆様に関連する手
続は、以下のとおりです。
(１) 新株予約権の無償割当て

新株予約権の無償割当ての対象とされた株主の皆様は、当社取締役会において定めた効力発生日
において、当然に新株予約権者となるため、割当てに伴って特別な手続を行っていただく必要はあ
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りません。
ただし、新株予約権の無償割当ては、当社取締役会が定めた一定の基準日時点の株主名簿に記録

された株主の皆様に対して行われるため、当該基準日までに株主として、株主名簿に記録されてい
る必要がありますのでご留意ください。

(２) 新株予約権の行使
新株予約権を行使する場合には、当社株式を取得するために所定の期間内に一定の金額の払込み

をしていただく必要があります。当該手続の詳細につきましては、実際に新株予約権の無償割当て
を行うことになった際に、法令等に基づき別途お知らせいたします。

(３) 当社による新株予約権の取得
当社が、新株予約権を当社株式と引き換えに取得する場合、当社が新株予約権の取得に必要な所

定の手続を行えば、当該取得の対象となる新株予約権を保有する株主の皆様は、行使価額相当額の
払込み等の新株予約権の行使に係る手続を経ることなく、当社による新株予約権取得の対価として、
当社株式の交付を受けることができます。ただし、当社が新株予約権を取得する際に、大量買付者
に該当しないことを証する書面等の提出をお願いする場合がありますのでご留意ください。

以　上
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添付資料１

大株主の状況
（2021年３月31日現在）

氏 名 ま た は 名 称 所 有 株 式 数 発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

A R R O W  E L E C T R O N I C S ,  I N C .  5 9 0 0 0 0
（常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部） 2,350,100 8.99

一 般 財 団 法 人 丸 文 財 団 2,304,000 8.82

堀 越 毅 一 2,001,500 7.66

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 1,482,100 5.67

株 式 会 社 千 葉 パ ブ リ ッ ク ゴ ル フ コ ー ス 1,399,026 5.35

合 同 会 社 堀 越 800,000 3.06

堀 越 裕 史 766,800 2.93

堀 越 浩 司 754,300 2.89

堀 越 百 子 602,400 2.30

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行  ( 信 託 口 ) 521,000 1.99

(注) 1. 発行済株式総数は28,051,200株です。
2. 上記のほか、当社所有の自己株式1,916,141株があります。
3. 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、自己株式（1,916,141株）を控除し、小数点第３位を四捨五入して表示して

おります。
以　上
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添付資料２
本プランの概要

諮問

不遵守の場合
適宜移行

大量買付情報リストの交付

大量買付情報の追加要求

意向表明書の受領
（取締役会宛）

株主総会開催

受領後
10営業日以内  

※取締役会は独立委員
会の勧告を最大限尊重

対抗措置発動
（新株予約権無償割当て等）対抗措置不発動

大量買付情報の受領
不遵守の場合
適宜移行

諮問

諮問を受け
て勧告

諮問

勧告

勧告

不遵守の場合
適宜移行

上記フローチャートは、あくまで大量買付ルールの概要をわかりやすく説明するための参考として作成されたものであり、
大量買付ルールの詳細内容については議案本文をご参照下さい。

取締役会による審議・検討
（60日間又は90日間）

(注)独立委員会の勧告を踏まえ、最大30日間の延長可能性

大量買付者の出現

取締役会

独
　
立
　
委
　
員
　
会

大量買付ルールを
遵守する場合

大量買付ルールを
遵守しない場合

当社に回復し難い損
害を与えることが明
らかでない、又は対
抗措置の発動が不相
当な場合 

取締役会が株主総会の開
催が実務上適切と判断し
た場合又は独立委員会が
株主総会の開催を勧告し
た場合 

当社に回復し難い
損害を与えること
が明らかであり、
対抗措置の発動が
相当な場合

以　上
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添付資料３
独立委員会規則の概要

１．独立委員会設置の目的
独立委員会は、本プランにおける取締役会の判断の客観性、公正さ及び合理性を担保するために設置される。

２．独立委員会の構成
独立委員会の委員は３名以上とし、公正で合理的な判断を可能とするため、当社の業務執行を担う経
営陣から独立している社外取締役及び社外有識者等（弁護士、公認会計士、実績ある企業経営者、学
識経験者等又はこれらに準ずる者を含む。）の中から選任される。

３．独立委員の任期
(1) 独立委員会の委員の任期は、選任の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会の終了後最初に開催される取締役会の終了の時までとし、再任を認めるものとする。
(2) 増員又は補欠として選任された独立委員会の委員の任期は、在任委員の任期の満了する時までとする。

４．独立委員会の招集手続
独立委員会は、当社代表取締役の要請により、独立委員会の決議により選定される独立委員会の議長
又は各独立委員が招集する。

５．独立委員会の決議方法
独立委員会の決議は、原則として、独立委員全員が出席し、全員の一致をもってこれを行う。

６．独立委員会の権限事項
(1) 独立委員会は、当社取締役会からの諮問を受けて、以下の各号に記載される事項につき審議・検討

を行い当社取締役会に対して勧告する。なお、独立委員会の各委員は、当社の企業価値ひいては株
主の共同の利益の確保・向上に反するか否かという観点から審議・検討を行う。
① 本プランにおける対抗措置の発動の是非（株主総会の開催を求めるか否かを含む。）
② 本プランにおける対抗措置の中止又は撤回
③ 大量買付者から提出された情報が必要かつ十分か否かの判断
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④ 次項に基づき対抗措置の発動の是非を検討するにあたり、必要となる追加情報の提供を請求する
場合の追加情報の範囲

⑤ 本検討期間の延長の可否
⑥ 株主に不利益を与えない範囲の本プランの修正又は変更
⑦ その他本プランに関連して当社取締役会が任意に独立委員会に諮問する事項

(2) 独立委員会は、審議・検討にあたり、大量買付情報その他大量買付者から提供を受けた情報が不十分である
と判断した場合には、当社取締役会を通じて大量買付者に対して、追加情報の提供を求めることができる。

７．独立委員会への出席
独立委員会は、必要に応じて、当社の取締役又は従業員等を出席させ、独立委員会が必要な情報の提
供を求めることができる。

８．第三者の助言
独立委員会は、その職務の執行にあたり、当社の費用負担において、当社取締役会から独立した第三
者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士及びコンサルタント等の専門家を含む。）
の助言を受けることができる。

以　上
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添付資料４
独立委員会委員の氏名及び略歴

氏名　鈴木 大（すずき だい）
略歴 1968年８月28日生

1994年２月 ㈱シー・エス・エイ（現 みらいコンサルティング㈱）入社
1997年４月 公認会計士 登録
2007年７月 ㈱シー・エス・エイ（現 みらいコンサルティング㈱）取締役
2008年11月 Reanda MC 公認会計士共同事務所 代表公認会計士
2012年３月 Reanda MC 国際税理士法人（現 税理士法人みらいコンサルティング） 代表社員
2015年１月 鈴木大公認会計士事務所 代表（現任）
2016年８月 ㈱ラプラス 会計限定監査役
2017年12月 ㈱ＳＳＣ 代表取締役（現任）
2019年10月 ㈱サンライズ 監査役（現任）

氏名　吉原 朋成（よしはら ともみち）
略歴 1970年10月４日生

1997年４月 弁護士 登録
1999年10月 岩田合同法律事務所 入所（現任）
2005年５月 米国Morrison & Foerster LLP 勤務

氏名　渡邉 泰彦（わたなべ やすひこ）
略歴 1942年１月25日生

1995年６月 ㈱三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）代表取締役常務取締役
2000年６月 三菱地所㈱ 監査役
2001年６月 同社 代表取締役専務取締役
2007年６月 丸の内熱供給㈱ 代表取締役社長、当社 社外監査役
2010年６月 ㈱小松ストアー 社外取締役、大日本塗料㈱ 社外取締役
2014年６月 当社 社外取締役
2015年６月 当社 社外取締役監査等委員（現任）

(注)当社との関係について
渡邉泰彦氏は、当社の社外取締役監査等委員であり、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし

て指定し、同取引所に届け出ております。また、同氏が本定時株主総会において社外取締役監査等委員
として選任された場合には、引き続き、独立役員として、同取引所に届出を行う予定です。

鈴木　大氏及び吉原朋成氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
以　上
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添付資料５
新株予約権の概要

１．割当ての対象となる株主及び株主に割り当てる新株予約権の数
当社取締役会で定める基準日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有株式（ただ
し、当社の有する当社普通株式を除く。）１株につき１個以上で当社取締役会が定める割合に従って
新株予約権を無償で割り当てる。

２．新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個の行使により交付される当
社普通株式の数は１株とする。また、当社が株式分割もしくは株式併合を行う場合又はその他の場合
においては、所要の調整を行うものとする。

３．無償割当ての効力発生日
当社取締役会において別途定める。

４．行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される財産
の価額は、当社普通株式１株当たり金１円以上として当社取締役会において定める額とする。

５．新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

６．当社による新株予約権の取得
当社は、当社取締役会が定める日（以下「取得日」という。）をもって、取得日の前日までに未行使
の新株予約権（ただし、以下の７．において定める行使条件等により新株予約権を行使できない者が
有する新株予約権を除く。）の全てを取得し、これと引き換えに、新株予約権１個につき、当社普通
株式１株を交付することができる。

７．新株予約権の行使条件
大量買付者及びその共同保有者等（大量買付者の共同保有者（金融商品取引法第27条の23第５項に規
定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者及び当社取締役会がこれに
該当すると認めた者を含みます。）及び特別関係者（同法第27条の２第7項に規定する特別関係者及
び当社取締役会がこれに該当すると認めた者をいいます。）を意味するものとします。）並びに大量
買付者及びその共同保有者等から当社取締役会の承認を得ずに新株予約権を取得又は承継した者は、
新株予約権を行使できないものとする。その他の行使条件については、当社取締役会において定める
ものとする。

８．新株予約権の行使期間等
新株予約権の行使期間その他必要な事項は、当社取締役会において別途定める。

以　上
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株主総会会場
ご案内図

開催日時
2021年6月25日（金曜日）午前10時（受付開始　午前９時）

開催場所
当社５階　会議室
東京都中央区日本橋大伝馬町８番１号
電話　03-3639-9801（代表）

〒 JR総武快速線
江戸通り

入口

至秋葉原

至新日本橋

至人形町

至岩本町

至浜町

三井住友
銀行

大安楽寺

さわやか
信用金庫

滋賀銀行

①出口

みずほ
銀行 A1

出口
A2出口

NB日本橋
ビル

東横イン

JR馬喰町駅

東京メトロ
日比谷線

４ ２

１３
馬
喰
横
山
駅

至
錦
糸
町

小
伝
馬
町
駅

都
営
新
宿
線

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行丸文（株）

三菱UFJ
銀行

交通のご案内
・東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 １番出口より徒歩２分
・J R 総 武 快 速 線 馬 喰 町 駅 ①出口より徒歩６分
・都 営 新 宿 線 馬喰横山駅 A1またはA2出口より徒歩６分
(お知らせ) 会場には駐車場設備がございません。誠に申し訳ございませんが、

ご了承くださいますようお願い申しあげます。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

地図


